
大阪市天王寺区役所指定広告取扱事業者要綱 

 

制定 平成 25 年 12 月 16 日 

直近改正 令和５年７月１日 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、大阪市天王寺区役所広告取扱要綱（以下「広告取扱要綱」という。）第

４条に定める指定広告取扱事業者（以下「指定事業者」という。）について必要な事項を定

めることを目的とする。 

 

（指定事業者の要件） 

第２条 指定事業者は、次の各号に掲げる要件を満たしていなければならない。 

（１）大阪市内に事業所等（支社、支店、営業所等を含む。）を有すること。 

（２）大阪市入札参加有資格者名簿において「04 映画等制作・広告・催事、印刷－02 広告代

行」に登録していること。 

（３）大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けていないこと。 

（４）大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けていないこと及び

同要綱別表に掲げるいずれの措置要件にも該当しないこと。 

（５）過去 2 年以内に、国、地方自治体との取引実績を有すること。 

（６）行政機関から行政指導を受けていないこと。 

（７）民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の規定による再生手続開始又は会社更生法（平

成 14 年法律第 154 号）の規定による更生手続開始の決定を受けていないこと。 

（８）地方税を滞納していないこと。 

（９）本要綱に加え、大阪市天王寺区役所広告取扱要綱及び大阪市天王寺区役所広告取扱要

領、その他の大阪市の広告事業に係る諸規定の内容を遵守できること。 

（10）天王寺区長（以下「区長」という。）が指定事業者として適当と認めること。 

２ 指定事業者は、広告に関する権利義務を転貸若しくは譲渡し又は担保に供してはならな

い。 

 

（指定事業者の責務） 

第３条 指定事業者は、関係法令及び天王寺区が定めた広告掲出基準等を遵守し、これらに

反する広告を取り次いではならない。 

２ 指定事業者は、善良なる管理者の注意をもって、広告物を管理し安全確保に万全を期す

とともに、屋外広告物については美観の維持向上に努めなければならない。 

３ 指定事業者は、広告媒体の拡充にかかる提案など区の広告業務の推進を通じ、区政の発

展に協力しなければならない。 

 

（指定事業者の業務） 



第４条 指定事業者は、別に契約等のあるものを除き広告取扱要綱に定めるすべての広告に

ついて、広告主からの申込みを取り次ぐこととする。 

２ 指定事業者は、広告の募集を行い、広告主の代わりに申込書類を提出し掲出の承認を受

けるとともに、広告の掲示及び維持管理を行うこととする。 

３ 前項の承認にともなう広告料金納入の責任は、指定事業者が負うものとする。 

 

（広告料金の納入等） 

第５条 広告料金の納入方法は、広告取扱要綱第 11 条によるものとする。 

 

（指定事業者の指定願） 

第６条 新たに指定事業者の指定を受けようとする者は、次の書類をそろえて区長に指定願

（第１号様式）を提出しなければならない。 

（１）商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書） 

（２）直前年の貸借対照表及び損益計算書 

（３）国、地方自治体との取引実績を証明する書類 

（４）その他区長が必要と認めるもの 

 

（指定事業者の指定） 

第７条 区長は、前条により指定願の提出のあった者について、第２条に掲げる要件のすべ

てに適合することを確認した場合には、指定事業者に指定することができる。 

２ 前項により指定した者については、速やかに、その結果を相手方に通知する。 

 

（指定取次保証金） 

第８条 指定事業者の指定を受けた者は、直ちに指定取次保証金１万円を区に納入しなけれ

ばならない。 

２ 保証金は、現金により納入しなければならない。 

３ 保証金には、利息を付さない。 

 

（誓約書） 

第９条 指定事業者の指定を受けた者は、直ちに誓約書（第２号様式）を区長に提出しなけ

ればならない。 

 

（変更による届出、書類の提出） 

第 10 条 区長は、指定事業者の業務状況等を知る必要があると認めたときは、財務諸表及び

営業に関する書類等を提出させることができる。 

２ 指定事業者は、第 6 条の規定により提出した申込書類の記載事実に変更があったときは、

遅滞なく、変更内容が確認できる書類を届け出るものとする。 

 

（広告の掲出場所にかかる提案） 



第 11 条 指定事業者は、広告掲出場所の新設を提案することができる。 

２ 前項の提案があったときは、区長はこれを検討し、その可否を決定する。 

 

（指定事業者の取消し） 

第 12 条 指定事業者が次の各号の１に該当するときは、指定を取り消すものとする。 

（１）第２条に掲げる要件の全部又は一部に適合しないと認めたとき 

（２）第３条又は第４条の規定に反し、区長の指導にもかかわらず改善されないとき 

（３）解散又は広告業務を廃止したとき 

（４）区が指定する納付期限までに広告料を納付せず、その後の督促における納付期限まで

にも納付しないとき 

（５）２年以上取引がないとき 

（６）その他区長が指定事業者の責めに帰すべき事由により指定事業者として不適当と認め

たとき 

２ 前項により指定を取り消した者に対しては、その旨本人に通知する。 

３ 納入した指定取次保証金は、指定の取消後１か月を経過した後還付する。 

ただし、未納の広告料金があるときは、これに充当する。 

 

附則 

この要綱は平成 25 年 12 月 16 日から施行する。 

  

附則 

この要綱は平成 26 年 3 月 11 日から実施する。 

  

附則 

この要綱は平成 27 年 6 月 1日から実施する。 

 

附 則 

この要綱は令和４年６月１日から施行する。 

 

附 則 

この要綱は令和５年７月１日から施行する。 

 



第１号様式（第６条関係）

令和 年 月 日

天王寺区長　様

　　大阪市天王寺区役所指定広告取扱事業者要綱第６条の規定に基づき、次のとおり

　関係書類を添付のうえ、貴区指定広告取扱事業者の指定を願い出ます。

記

1．会社概要

２．関係提出書類

（１）商業登記簿謄本（履歴事項全部証明書）

（２）直前年の貸借対照表及び損益計算書

（３）国、地方自治体との取引実績を証明する書類

広告取扱実績

国 、 自 治 体
との取引実績

年度 区分

取引内容

取引内容

年度 区分 取引先

取引先

取引内容

年度 区分 取引先

天王寺区役所指定広告取扱事業者指定願

設 立 年 月 日

主 要 取 引 先

事 業 内 容

所 在 地

商号又は名称

代表者職・氏名

申 込 者

資 本 金 役 員 数

入札参加有資格
者名簿承認番号



第１号様式（第６条関係）

３．連絡先

４．確認事項（確認されましたら、□にチェックを入れてください）

電子ﾒｰﾙｱﾄﾞﾚｽ

電 話番号

FAX 番 号

市内事業所所在地

担当者職・氏名

当社は、大阪市競争入札参加停止措置要綱に基づく停止措置を受けておりません。

大阪市天王寺区役所広告取扱要綱及び大阪市天王寺区役所広告取扱要領、その他の大阪市の広告事

業に係る諸規定を遵守します。

当社は、大阪市契約関係暴力団排除措置要綱に基づく入札等除外措置を受けておらず、同要綱別表

に掲げるいずれの措置要件にも該当しておりません。

当社は、申込み時点において、行政機関から行政指導を受けておりません。

当社は、民事再生法及び会社更生法による再生・更生手続中ではありません。

地方税の滞納はしておりません。



第２号様式（第９条関係） 

誓 約 書 
令和  年  月  日  

 

天 王 寺 区 長 様  

（指定広告取扱事業者）  

住所または本社所在地  

商号または名称  

氏名または代表者氏名                 印 

 

 

 

   

私は、貴区の指定広告取扱事業者として指定されるにあたり、貴区の広告事業発展に尽くし、

積極的な事業展開を推進するとともに、次に掲げる事項について誓約します。  

 

記 

 

１ 貴区の関係規程を遵守し、指示に従い、誠実に業務に従事します。  

 

２ 貴区の関係規程、指示に違反したとき、または不適任と認められたときは、指定広告取扱

事業者を取り消されても異議は申しません。  

 

３ 万一、貴区に損害を及ぼしたときは、故意または過失の有無にかかわらず保証金をもって

補償し、更にその他の方法で直ちに弁済します。  

 

 

以 上  


